
富士見市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、富士見市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

（平成１６年条例第１８号。以下「条例」という。）第１２条の規定に基づき、

必要な事項を定めるものとする。

（指定管理者に管理を行わせようとする施設等の公表）

第２条 市長は、公の施設について指定管理者を募集しようとするときは、管理を行

わせようとする施設、申請の受付場所及び受付期間その他必要な事項をあらかじめ

公表しなければならない。

（指定の申請）

第３条 条例第２条の申請書の様式は、様式第１号のとおりとする。

２ 条例第２条に規定する規則で定める書類は、次の各号に掲げる指定管理者の指定

（以下単に「指定」という。）を受けようとするものの区分に応じ、当該各号に定

める書類とする。

(1) 法人の場合

ア 法人の登記簿謄本

イ 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

ウ 申請の日の属する事業年度の直近の事業年度の貸借対照表及び損益計算書

エ その他市長が必要と認める書類

(2) 法人以外の団体の場合

ア 団体の設立を定めた規約その他これらに類する書類

イ 申請の日の属する事業年度の直近の事業年度の収支決算書

ウ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書

エ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相

当する書類

オ その他市長が必要と認める書類

（指定等）

第４条 市長は、条例第３条の規定により候補者を選定したときは、当該申請者に対



し、公の施設の指定管理者指定候補者選定結果通知書（様式第２号）によりその

旨を通知するものとする。

２ 市長は、条例第３条の規定により指定をしたときは、当該指定した法人又はその

他の団体（以下「指定団体」という。）に対し、公の施設の指定管理者指定等通

知書（様式第３号）によりその旨を通知するとともに、次の各号に掲げる事項に

ついて、速やかに告示するものとする。

(1) 指定をした日

(2) 管理を行わせる公の施設の名称

(3) 指定団体の名称及び事務所の所在地

(4) 指定の期間

３ 市長及び指定団体は、当該公の施設の管理に関する協定を締結しなければならな

い。

（事業報告書）

第５条 条例第４条の事業報告書の様式は、様式第４号のとおりとする。

（指定の取消し等）

第６条 市長は、条例第６条第１項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて

の管理の業務の全部若しくは一部の停止（以下この条において「指定の取消し

等」という。）を命じた場合は、公の施設の指定管理者指定取消し等通知書（様

式第５号）によりその旨を通知するとともに、次に掲げる事項について、速やか

に告示するものとする。

(1) 指定の取消し等を命じた日

(2) 指定の取消し等を命じられた指定団体が管理を行っていた公の施設の名称

(3) 指定の取消し等を命じられた指定団体の名称及び事務所の所在地

(4) 期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合は、その期間と

当該業務の範囲

（教育委員会の公の施設への適用）

第７条 この規則を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第２

条から第６条までの規定中「市長」とあるのは「教育委員会」とする。

（委任）

第８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。



   附 則

この規則は、公布の日から施行する。

  附 則（平成１９年７月２４日規則第２８号）

この規則は、平成１９年８月１日から施行する。

附 則（平成２５年６月２５日規則第２１号）

この規則は、平成２５年６月２８日から施行する。



様式第１号（第３条関係）

公の施設の指定管理者指定申請書

平成  年  月  日

（宛先）富士見市長

所在地

申請者 団体名

代表者の氏名

指定管理者の指定を受けたいので、富士見市公の施設の指定管理者の指定の手続

等に関する条例第２条の規定により、下記のとおり申請します。

記

１ 指定管理者として指定を受けようとする公の施設の名称

２ 添付書類

① 事業計画書

② その他規則に定める書類



様式第２号（第４条関係）

公の施設の指定管理者指定候補者選定結果通知書

平成  年 月  日

       様

富士見市長         □印

平成  年  月  日付けで申請のありました指定管理者の指定候補者の選定

結果につきましては、下記のとおりです。

記

１ 公の施設名

２ 選定結果

選定されました。

  指定管理者指定候補者に

               選定されませんでした。

３ 備考



様式第３号（第４条関係）

公の施設の指定管理者指定等通知書

平成  年  月  日

          様

富士見市長          □印

指定管理者の指定について、下記のとおり通知します。

記

１ 決定区分

指定されました。

  指定管理者に

           指定されませんでした。

２ 指定管理者として管理を行う公の施設の名称       

３ 指定の期間    平成  年  月  から  平成  年  月  まで

４ 備考



様式第４号（第５条関係）

公の施設の指定管理者事業報告書

平成  年  月  日

（宛先）富士見市長

所在地

報告者 団体名

代表者氏名

富士見市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第４条の規定により、

下記のとおり報告します。

記

１ 管理業務の実施期間 平成  年  月  日から平成  年  月  日まで

２ 管理を行った公の施設の名称

３ 管理業務の実施状況及び利用状況

４ 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

５ 管理に係る経費の収支状況



様式第５号（第６条関係）

公の施設の指定管理者指定取消し等通知書

平成  年  月  日

          様

富士見市長         □印

指定管理者の指定の取消し等について、下記のとおり通知します。

記  

指定の取消し等の決定事項

(1) 内容

    ・指定を取り消します。

    ・業務の（全部・一部）の停止を命じます。

(2) 理 由

(3) 指定管理者として管理を行っていた公の施設の名称       

(4) 指定取消し日  平成  年  月  日

(5) 業務停止の期間と業務の範囲   

平成  年  月  から  平成  年  月  まで


